
 1

シックハウス対策に係る 

技術的基準(政令・告示)案の概要 

 

 

１．規制対象とする化学物質 

クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 

 

２．クロルピリホスに関する規制 

 居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使

用を禁止する。 

 

３．ホルムアルデヒドに関する規制 

○内装の仕上げの制限 

 居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホ

ルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。 

○換気設備の義務付け 

 ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家

具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気

設備の設置を義務付ける。 

○天井裏等の制限 

 天井裏等については、下地材をホルムアルデヒドの発散の少

ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造

とする。
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住宅のタイプ別の対応方法の例 
 

① 一戸建て住宅 

次のⅠ～Ⅲの対策が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 共同住宅の住戸 

次のⅠ～Ⅲの対策が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ◇                             

※伝統家屋（土壁真壁造でサッシを用いないもの）等については、内装仕上げ

の面積制限（対策Ⅰ）のみを適用する。 

※JIS,JASで整備を予定しているE0,Fc0の上位規格の建材については、内装仕

上げの面積制限の対象から除外する。 

※E２,Fc２及び無等級の建材については、内装仕上げ材への使用を禁止する。E

１,Fc１の建材については、局部的な内装仕上げに限定する。 

気密層、 

通気止め （対策Ⅲ）天井裏等 

次のいずれか 

①下地：E0、FC0 以上 

②天井裏等を換気 

（対策Ⅰ）内装仕上げ 

E0、FC0 の場合、床面積の２倍まで

（対策Ⅱ）換気設備 

換気回数０．５回／時の 

２４時間換気システムを設置 

下地：規制対象外

（対策Ⅰ）内装仕上げ 

E0、FC0 の場合、床面積の２倍まで

通気止め 

下地：規制対象外 

（対策Ⅱ）換気設備

換気回数０．５回／時の 

２４時間換気システムを設置 

（対策Ⅲ）天井裏等 

次のいずれか 

①下地：E0、FC0 以上 

②天井裏等を換気 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当しない場合 

該当する場合 

該当しない場合 

該当する場合 

住宅等の居室 

その他の居室 

住宅等の居室 

その他の居室 

 
＜建材の面積制限の適用除外＞ 

 
以下のいずれかの居室であること。 

・中央管理方式の空気調和設備を設置した居室
・令第20条の７の大臣認定を受けた居室 

 

 
＜換気設備の設置免除＞ 

 
以下のいずれかの居室であること。 

・常時外気に開放された開口部と隙間の

面積の合計が床面積１㎡あたり15・以

上の居室 

・合板等の面材を使用しない真壁造で 

隙間を有する木製建具を使 

用した居室 等 

 

換気回数0.3回／時以上

の換気設備を設置 

・第２種(FC1,E1相当)の

みを使用：床面積の約

0.3倍 

・第３種(FC0,E0相当)の

みを使用：床面積の２

倍 

換気設備の設置なし(換

気回数0.5回／時以上に相当)

・第２種(FC1,E1相当)の

みを使用：床面積の約

0.3倍 

・第３種(FC0,E0相当)の

みを使用：床面積の２

倍 

換気設備の設置なし(換

気回数0.5回／時以上に相当) 

・第２種(FC1,E1相当)の

みを使用：床面積の約

0.7倍 

・第３種(FC0,E0相当)の

みを使用：床面積の４

倍 

 
住宅等の居室 住宅等の居室 

換気設備の設置義務はなし 
換気回数0.5回／時以上

の換気設備を義務付け 

換気回数0.3回／時以上

の換気設備を義務付け

 
換気回数 

換気回数 

換気回数 換気回数 

換気回数0.5回／時以上

の換気設備を設置 

・第２種(FC1,E1相当)の

みを使用：床面積の約

0.3倍 

・第３種(FC0,E0相当)の

みを使用：床面積の２

倍 

換気回数0.5回／時以上

の換気設備を設置 

・第２種(FC1,E1相当)の

みを使用：床面積の約

0.7倍 

・第３種(FC0,E0相当)の

みを使用：床面積の４

倍 

換気回数0.7回／時以上

の換気設備を設置 

・第２種(FC1,E1相当)の

みを使用：床面積の約

0.8倍 

・第３種(FC0,E0相当)の

みを使用：床面積の５

倍 

換気回数0.7回／時以上

の換気設備を設置 

・第２種(FC1,E1相当)の

みを使用：床面積の約

1.1倍 

・第３種(FC0,E0相当)の

みを使用：床面積の約

6.6倍 

換気回数0.7回／時以上

の換気設備を設置 

・第２種(FC1,E1相当)の

みを使用：床面積の約

0.8倍 

・第３種(FC0,E0相当)の

みを使用：床面積の５

倍 

換気回数0.7回／時以上

の換気設備を設置 

・第２種(FC1,E1相当)の

みを使用：床面積の約

1.1倍 

・第３種(FC0,E0相当)の

みを使用：床面積の約

6.6倍 

＜中央管理方式の空気調和設備＞ 

・建材からのホルムアルデヒドの発散量から計算した必要な有効換

気量が確保されるものとするか、大臣認定を受けたものとするこ

と。 

＜令第 20条の７の認定を受けた居室＞ 

・居室内のホルムアルデヒドの濃度を 0.1mg/㎥以下に保つことがで

きるものとして大臣認定を受けたものであること。 

換気設備 

内装仕上げ 
・第１種(FC2,E2相当,

無等級)は使用禁止 

・JIS,JASで検討中の

上位規格又はこれら

と同等の大臣認定は

使用制限なし 

天井裏等 

建築材料による措置

・天井裏等の下地等

に第１種及び第２

種を使用しない。 

換気設備による措置 

・居室に第１種換

気設備を設ける

場合、居室が天

井裏等に比べ負

圧とならない。

・居室に第２種

換気設備を設

ける。 

・居室に第３種換

気設備を設ける

場合、当該換気設

備の排気機又は

別の排気機によ

り天井裏等の換

気を行う。 

 
＜天井裏等の措置免除＞ 

 
以下のいずれかの部分であること。 

・天井裏等と居室の間に気密層（省エネ法に基 
づく告示の仕様又はこれと同等以上のもの） 
を設けた部分 
・間仕切壁と天井及び床との間に合板等に 

よる通気止めを設けた部分 

END 

該当しない場合 

該当する場合 


